
1 

 

審 議 会 等 の 会 議 録 

会 議 の 名 称 令和元年度第１回座間市都市計画審議会 

開 催 日 時 令和元年１１月１９日(月) １４時００分～１５時００分 

開 催 場 所 座間市役所４階 第２会議室 

出 席 者 

（出席）長谷川会長 沖本副会長 熊切委員 沖永委員 加藤(学)委員  

長本委員 井上委員 笠間委員（代理：小池委員）  

鈴木委員（代理：開元委員） 小林(淳)委員（代理：岡崎委員） 

小林(奈)委員 日浅委員 加藤(宗)委員 

（欠席）山本委員 窪委員 

事 務 局 

遠藤市長 北川都市部長 浅黄都市計画課長 高橋公園緑政課長 

鈴木農政課長 堀切道路整備推進担当課長 原技幹兼都市計画係長 

片野主事 小玉主事 

公 開 の 可 否 ■公開 □一部公開 □非公開 傍聴人数 なし 

非公開・一部公開

し た 理 由 

 

議 題 

審議事項 

議案第１号 座間都市計画生産緑地地区の変更（案）について 

議案第２号 座間市景観計画の変更（案）について 

報告事項 

報告第１号 座間市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関す

る条例（案）について 

資 料 の 名 称 送付資料一式及び当日配布資料一式 

会議の内容 ※会

議次第及び発言要

旨等 

事務局  それでは、定刻となりましたので、ただ今から令和元年度第１回

「座間市都市計画審議会」を開催させていただきます。本日は、各

委員さんにおかれましては、大変お忙しい中、ご出席を賜り誠に有

難うございます。 

議案の審議に至るまでの進行につきましては、事務局により次第に

基づき、進めさせていただきます。 

それでは、今回、座間市議会役員の改選、神奈川県の人事異動に  

より、新たに都市計画審議会の委員をお願いしておりますので、ただ

今から、遠藤市長より委嘱状の交付をさせていただきます。 

 

（熊切和人委員、沖永明久委員、沖本浩二委員、加藤学委員、笠間

順委員、鈴木真由美委員、小林淳一委員 ７名に委嘱状の交付） 

 

ありがとうございました。 



2 

 

事務局  委員の任期は座間市都市計画審議会条例第３条第２項の規定によ

り、前任者の残任期間となりますので、令和２年１月１５日までと

なっておりますので、よろしくお願いいたします。 

なお、以降の審議会の開催にあたりましては、改めて委嘱状を交 

付させていただきます。 

ここで、新たに委員となられた７名の方に、自己紹介をお願いし 

たいと存じます。それでは、はじめに熊切委員からお願いいたします。 

 

（新任委員自己紹介） 

 

事務局  ありがとうございました。 

    次に事務局の紹介をさせていただきます。 

 

（事務局紹介） 

 

     どうぞよろしくお願いいたします。 

次に、本日の委員さんの出席状況ですが、山本委員及び窪委員か 

らは事前に欠席の旨のご連絡を賜っておりますので、１５名中１３名

のご出席をいただき、過半数に達しておりますので、「座間市都市計

画審議会条例施行規則第５条第３項」により、本日の審議会は成立い

たしますことをご報告申し上げます。 

それでは、ただ今から、座間市都市計画審議会を進行させていた 

だきます。 

始めに、遠藤市長から挨拶を申し上げます。 

市長、よろしくお願いいたします。 

 

（市長挨拶） 

 

事務局  ありがとうございました。 

続きまして、当審議会の会長であります長谷川様より、ご挨拶を 

お願いいたします。 

 

（会長挨拶） 

 

事務局  ありがとうございました。 

次に、副会長でありました中澤前委員さんが市議会役員の改選に 

より交替されましたので、ただ今、副会長が空席となっております。 
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従いまして、ここで、改めて都市計画審議会副会長の選出いただ 

きたく、会長の進行により選出をお願いいたします。 

 

会 長  中澤前委員さんが市議会役員の改選により交替となりましたの

で、改めて都市計画審議会副会長をご選任いただきたいと思います。 

「座間市都市計画審議会条例第４条」の規定によりまして、皆さ 

まの中から互選により副会長１名を選出することに なっておりま

す。どなたかご意見ございますでしょうか。特にご意見なければ、事

務局に一任してよいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

会 長  異議なしということですので、それでは事務局案を発表してくだ

さい。 

事務局  副会長につきましては、慣例によりまして、都市計画審議会条例

第３条第１項第１号の市議会委員さんより選出いただきたいと考え

ております。 

会 長  ただ今、事務局より案をご提示させていただきましたが、市議会

議員の方でどなたか立候補される方、または推薦される方はいらっ

しゃいますでしょうか。 

委 員  沖本委員を推薦いたします。 

会 長  ただいま、沖本委員をご推薦いただきましたが、これに皆さまご

異議ございますでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

会 長  では、皆さんのご賛同をいただきましたので、副会長には沖本委

員さんに決定させていただきます。 

どうもありがとうございました。 

沖本委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局  ありがとうございました。 

それではお手数ですが、沖本委員さんには副会長席へ移動をお願 

いいたします。 

それでは、ここで、副会長となられました沖本委員様からご挨拶 

を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。 

 

（副会長挨拶） 
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事務局  ありがとうございました。 

     ここで、副会長が決まりましたので諮問準備のため休憩を５分程

度いただきたいと思います。 

 

－休憩－ 

 

事務局  お待たせいたしました、準備が整いましたので、休憩を解き、再

開させていただきます。 

審議へ移らせていただきますが、本審議会は、座間市協働まちづ 

くり条例第１２条の規定に基づき、会議の全部又は、一部を公開する

こととされていますので、ご了承お願いいたします。 

それでは次に本日の議案、第１号「座間都市計画生産緑地地区の 

変更（案）、議案第２号「座間市景観計画の変更（案）」について、

市長から会長へ諮問させていただきます。皆さまのお手元には、諮問

書の写しをお配りしますのでご覧ください。 

 

（諮問書提出） 

 

事務局  恐れ入りますが、市長は他に公務がございますので、ここで退席

をさせていただきます。 

 

（市長退席） 

 

事務局  これからの議事進行につきましては、座間市都市計画審議会条例

施行規則第５条第１項に基づきまして、議長を長谷川会長にお願い

いたします。 

 

議 長  それでは、これより議題に入ります。 

ただ今、市長より諮問のありました、議案第１号 座間都市計画 

生産緑地地区の変更（案）について、事務局の説明を求めます。 

事務局  まず、初めに本日の配布資料の確認をさせていただきます。 

 

（資料確認） 

 

    それでは、議案第１号座間都市計画生産緑地地区の変更（案）に  

ついて、説明させていただきます。 
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事務局  はじめに、生産緑地地区の「制度の概要」と「指定および廃止要

件」について若干説明をさせていただきます。 

生産緑地地区は、都市計画法において、市街化区域内における、

良好な都市環境の形成に、資する農地等の計画的な保全を目的とし

て決定されたものであり、平成３年の「生産緑地法」の改正に伴い、

平成４年度に生産緑地地区の決定が県下一斉に行なわれました。 

生産緑地地区の指定の要件といたしましては、市街化区域内にあ

る農地等で、500平方メートル以上の規模の区域であること、都市環

境の向上の観点から効用があり、公共施設等の敷地の用に供する土

地として適しているものであること等でございます。 

また、生産緑地地区の廃止の要件といたしましては、主たる農業

従事者が死亡又は故障等により、農業の継続が困難な場合に、土地

所有者の権利救済の観点から、土地の買取りについて、市長に申し

出ることができます。 

この場合、市長は、特別の事情がない限り時価で買取るものとさ

れていますが、生産緑地地区は 市街化区域内における農地の宅地

並み課税に対する税制面での優遇や、農地等の持つ緑地機能の保全

活用なども目的に含まれ制定されています。 

したがいまして、必ずしもすべて将来において公共施設として利

用するために、買取るというものではなく、このため、市およびあ

っせん先の農業委員会で買取先がない場合には、建築行為等の制限

が解除され、生産緑地地区を廃止することになります。 

以上が制度の概要と指定および廃止要件でございます。 

それでは、本年の座間 都市計画 生産緑地地区の変更（案）につい

て、ご説明を申し上げます。 

議案第１号資料、最初のＡ３刷りの資料をご覧ください。こちら 

は今回変更の対象の生産緑地地区の位置図となっております。今回の

変更箇所は計８か所あり、うち廃止７件及び縮小１件、となっており

ます。 

つづけて、それぞれの詳細につきまして、ご説明いたしますのでＡ

４サイズ４枚続きになっております「計画図」の４の１をご覧くださ

い。 

まず廃止案件であります、箇所番号１０番についてご説明いたしま

す。 

位置関係ですが、図面中央の黄色線にて囲まれる部分がそれぞれ当

該地区であり、１０番の西側の道路は座間市道緑ヶ丘２３号です。 

今回、この黄色の両区域、約１，９８０㎡を廃止しようとするもの 
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事務局  です。なお、一部資料についての補足となりますが、図面中にか

っこ書きされております数字は、変更後の面積となっております。 

この箇所につきましては、主たる従事者の「死亡」により、買取り

の申し出がありましたが、公共用地として買取る予定がないため、市

では買取らない旨の通知をいたしました。また、農業委員会にあっせ

んを行いましたが、買取り希望者が無かったため、「行為の制限解除」

に至っております。 

つづきまして、計画図の４の２をご覧ください。 

箇所番号４２、５７、１９２、２０３について、それぞれご説明い

たします。 

それぞれ位置関係ですが、図面中央の４２番は一部飛び地となって

おりますが、それぞれの敷地の中央を抜ける道路が、座間市道新田宿

１４号線、図面左の５７番及び２０３番の西側が座間市道新田宿４６

号線、東側は同じく４５号線です。なお、この３件は同一所有者とな

っております。つづけて、図面右端の１９２番の東側に接する道路が、

座間市道四ツ谷１５号線となっております。 

今回、この黄色の区域、約３，２４０㎡、１，０９０㎡、６７０㎡、

５００㎡をそれぞれ廃止しようとするものです。この４２、５７、２

０３につきましても、主たる従事者の「死亡」により、１９２は主た

る従事者の「故障」により、それぞれ買取りの申し出がありましたが、

公共用地として買取る予定がないため、市では買取らない旨の通知を

いたしました。 

また、農業委員会にあっせんを行いましたが、買取り希望者が無か

ったため行為の制限解除に至っております。 

つづきまして、計画図の４の３をご覧ください。 

箇所番号７７番及び９９番についてご説明いたします。 

位置関係ですが、図面の東西を抜ける太線の道路が市道 ４号線こ

と都市計画道路３・４・５座間南林間線、この南林間線から図面中央

の小田急線に沿って南側へ延びる道路が都市計画道路３・６・２杉久

保座間線です。 

また同じく太線で南北に抜ける道路が県道５１号こと都市計画道

路３・４・２相武台入谷バイパス線であり７７番はこちらへ接道して

います。 

９９番の地区東側に接する道路は座間市道入谷１１９号線、となっ

ております。なお両区域は同一所有者となっております。 

今回、この黄色の両区域、約７２０㎡と１３５０㎡を廃止しようと

するものです。 
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事務局  これらの箇所につきましても、主たる従事者の「故障」により、

買取りの申し出があり、７７番は、公共用地として買取る予定がな

いため、市では買取らない旨の通知をいたしました。 

一方、９９番は、令和２年１月以降に、公共事業用地として座間市

土地開発公社が取得予定となっております。 

また、７７番については、後日農業委員会にあっせんを行いました

が、買取り希望者が無かったため、「行為の制限解除」に至っており

ます。 

つづきまして、計画図の４の４をご覧ください。 

箇所番号１４９番についてご説明いたします。 

まず位置関係でございますが、図面中央に赤と黄色線で示す当該 

地の東側を走る大きな道路が、県道４２号こと都市計画道路３・３・

２広野大塚線です。また、この県道４２号から西側に延び、当該地北

側を通る道路が、座間市道５９号線です。なお、当該区画は当初指定

案件のため、直接の接道はありません。 

今回、この黄色の区域約１，９２０㎡を赤色の区域約５２０㎡へ縮

小しようとするものです。 

この箇所につきましては、主たる従事者の「故障」により、買取り

の申し出がありましたが、公共用地として買取る予定がないため、市

では買取らない旨の通知をいたしました。また、農業委員会にあっせ

んを行いましたが、買取り希望者が無かったため、「行為の制限解除」

に至っております。 

さらに続きまして、変更全体の概要を整理いたしますと、ただいま

ご説明いたしました通り、今年度は、１０番、４２番、５７番、７７

番、９９番、１４９番、１９２番、２０３番の計８件の生産緑地地区

について変更を行う予定です。 

面積については、廃止及び縮小により、約１０，９５０（１町歩）

減となっております。 

なお、資料の「新旧対照表」においてお示ししておりますが、都市

計画決定面積に関しましては、ヘクタール単位となりますので、今年

度は実質約１ヘクタールの減となります。 

箇所数については７件の廃止に伴い１５９箇所から１５２箇所へ

変更となっております。 

新旧対照表につづきます「経緯書」には、これまでの生産緑地地区

の変更の経過と面積推移を示しております。 

また、今回の変更に係る本日の審議会までの手続きの経過につきま

しては経緯書の３枚目、また、それぞれの筆ごとの面積・権利関係及
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び各地区に係る経緯はそれぞれ一覧表に示しておりますので、各自ご

確認いただきますようお願いいたします。 

以上簡単ではございますが、座間都市計画生産緑地地区の変更（案）

の内容でございます。 

最後に、案の縦覧結果についてでございますが、本件につきまして

は、都市計画法第１７条に基づき、令和元年１０月１５日から同月２

９日まで、案の縦覧を行いましたが、縦覧者及び意見書の提出はござ

いませんでした。 

以上で、座間 都市計画 生産緑地地区の変更（案）についての説明

を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議 長  ただ今説明がありましたことについて、ご意見、質問等あります

でしょうか。 

委 員  １０番の廃止についてですが、本日たまたま前を通ったのですが

既に開発が始まっていました。当審議会を経て都市計画の変更決定

が行われると思いますが、変更決定の前であっても開発を行うこと

は認められるのでしょうか。 

事務局  生産緑地法上、生産緑地には行為の制限がかかっています。しか

し、生産緑地の買取り申し出に対して市が買取らない旨を通知して

から３か月以内に行為の制限解除をしなければならないという規定

になっており、制限解除が終わるとその時点で開発ができるように

なります。 

委 員  行為制限が解除された時点で開発が可能になるという理解でよろ

しいですね。 

事務局  はい。 

委 員  続けて質問よろしいですか。 

     ７７番と９９番の廃止についてですが、９９番は市で買取るとの

ことでしたが、私が知る限りこれまで廃止した生産緑地を市が買取

るのは今回これが初めてではないかと思うのですが。 

事務局  以前にも道路の隅切り部分になる土地を買取ったり、都市計画道

路がかかる部分のみ買取ったりといった事例は過去にもあります。

全体を買収したというのは今回が初めてだと思います。 

委 員  ありがとうございます。 

当該地は座間南林間線の計画本線の一部に当たると思うのです 

が、座間南林間線の計画について変更決定がされていない状態で土地

の買収に入るのはいかがなものかと私は議会でも答弁しました。 

９９番に関しては変更決定されるであろう計画本線の一部に入る

ので市で買取りを進めるということだと思うのですが、一方で７７番 
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委 員  に関しては変更決定が予定されている本線との絡みはどうなって

いるのか教えてください。 

事務局  今回公共事業用地として買取る予定の土地は９９番のみであり、

７７番の買取りは予定していません。本線としても７７番が座間南

林間線にかかる予定はありません。 

委 員  わかりました。 

     あと最後にお伺いしたいのは１４９番です。 

     これに関しても都市計画道路広野大塚線との関係があると思うの

ですが、広野大塚線に関しては都市計画上からするとまだ県の道路

計画の中でも検討地という形になっております。今現在県や座間市

や綾瀬市、海老名市等関係機関の中で協議は進んでいると思われま

すが、もし着手をするとなるならば、おそらく現況の計画本線より

道路幅員は広がりますよね。ということは今の段階でここを買取ら

ないという判断は、広野大塚線との関係から言えば、当面ここは工

事の着工予定がないという見通しからなのでしょうけど、もしもそ

の計画変更箇所から具体的な丈切り等を行うとするならば、本線と

の関係からすれば当該地の買取りも行政側の立場からすれば視野に

入ってくるのではないかと思うのですが、考えをお聞かせください、 

事務局  都市計画道路広野大塚線につきましては、関係する綾瀬市や行政

団体、東部センターも含めて勉強会を開いて検討している状況では

あります。ただ、今現在本線が広がるとか本線が変わるといったこ

とまでは検討しておりませんので、今回は解除という形になってお

ります。 

委 員  広野大塚線の都市計画決定されている本線幅員は何メートルです

か。 

事務局  現在２２メートルです。 

委 員  ということは、２２メートルの本線からすれば現況の道路よりも

広がることは間違いないですよね。とすると、この土地に関して言

うと広野大塚線の整備の促進という立場から考えるならば、買取り

等の検討を行った方が良いと思うのですが。先ほどの座間南林間線

との整合性も含めてお伺いしたいです。 

事務局  当該地は計画図の現計画線より外れておりますので、現段階では

都市計画道路にかかっていません。 

委 員  ありがとうございます。 

     図面を見ると確かに幅員は現行道路から東側に膨れていますね。 

     一方で、広野大塚線は既に綾瀬市側は整備されていますよね。 

     綾瀬市側の道路幅員は何メートルですか。 
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     今具体的なことがわからなければ無理にとは申しませんが、要す

るに今２２メートルで決定していたとしても、綾瀬市側の接合部分

との幅員が同じでないと、都市計画上は問題になってきますよね。 

事務局  その部分につきまして勉強会を開いて検討している段階です。 

     また、先ほどの綾瀬市側の計画決定幅員は２２メートルです。 

議 長  他に質疑はありますか。 

委 員  ９９番の関係で教えていただきたい。農業委員会の方でも買取り

の関係でお話をさせていただいているのですが、金額的な部分を含

めた中でなかなか買取りが出てきません。参考に教えていただきた

いのですが、今回の開発公社が買取る際の売却価格は調整区域の価

格なのか、市街化区域の価格なのか、どちらの基準になるか教えて

ください。 

     もう一点、９９番については墓地があったかと思うのですが。 

事務局  ９９番の金額ですが、これから不動産鑑定を行い、その中で金額

が決まってきます。 

委 員  その鑑定は市街化区域基準なのか、調整区域基準なのかを教えて

ください。 

事務局  市街化並となります。 

委 員  この区域に墓地は含まれていないのでしょうか。 

事務局  この中には含まれていません。 

議 長  よろしいですか。 

委 員  はい。 

議 長  他に質疑はありますか。 

委 員  １４９番につきまして、主たる従事者が死亡のため営農不可とい

うことですが、５２０平方メートルほど土地が残っていますよね。

その営農従事者は誰になっているのでしょうか。 

事務局  現在の営農従事者ということでよろしいでしょうか。 

委 員  主たる従事者が亡くなられて営農が不可能になったということで

すが、残った農地は誰かが引き継ぐのですか。 

事務局  ご家族が引き継がれます。 

営農従事者の方が亡くなり、ご家族が残った部分は責任をもって 

管理しますと伺っております。 

委 員  ご家族が全部の土地は耕作できないけれども狭い面積ならできる

と、そういうことでしょうか。 

事務局  そうですね。 

委 員  経緯が書かれている資料の内、法定協議の日付が抜けていますが

何月何日でしょうか。 
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事務局  資料作成の際日付を入れ忘れてしまいました。申し訳ございませ

ん。 

     実際は９月１８日に協議を開始しております。協議が完了したの

は１０月９日です。 

議 長  他に質疑はありますか。 

委 員  確認ですが、９９番の買取りの件について、９９番の面積すべて

が土地改良に必要なのでしょうか。それとも一部分だけが引っかか

っていて一部分を買えば済むのでしょうか。 

事務局  ９９番に関しましては、座間南林間線の都市計画道路自体につい

ては一部かかる形になります。残りの面積につきましては、座間南

林間線全線を見ますと移転等を生じる可能性がありますので、代替

地としての利用を検討できるということで全体の面積を買取る予定

です。 

委 員  私の親類で、行政が道路を通す際に土地を全部買ってほしいとお

願いしたが必要な分しか買い上げませんと言われました。そのよう

に行政関係は随分厳しい引き方をされていると私も経験しました。

買われた方は残地が狭くなるため売り物にならなくなり、地権者は

泣かされているというような現状があるため、実際必要でないもの

も買われている可能性があるかどうかを確認しておこうと思いまし

た。 

事務局  今後座間南林間線全線を作っていく中で移転する可能性がありま

すので、その代替地として有効利用させていただきたいと考え、買

取りを予定しています。 

議 長  他に質疑がなければ以上で質疑を終結し、採決したいと思います。 

座間市都市計画審議会議案第１号座間都市計画生産緑地地区の変

更（案）について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

議 長  賛成多数でございます。よって、座間都市計画生産緑地地区の変

更（案）につきましては、原案のとおり可決いたしました。 

続きまして、答申の方法につきまして、ご意見をお願いいたします。

いかがでしょうか。 

委 員  会長・副会長に一任します。 

議 長  ただ今、会長・副会長に一任というご意見がございましたが、こ

れついてご異議ございませんか。 
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（異議なし） 

 

議 長  異議なしと認めます。 

よって、答申の方法につきましては、副会長と相談のうえ行わせ 

ていただきます。 

続いて事務局より、議案第２号座間市景観計画の変更（案）につ  

いて事務局の説明を求めます。 

事務局  議案第２号 景観計画変更（案）について、説明をさせていただ

きます。 

本件の主な変更内容は、芹沢公園の景観重要公共施設の指定に係 

るものでございます。 

まず本題に入る前に、景観法と座間市の景観計画について、簡単に

ご説明させていただきます。 

平成１６年１２月１７日に、住民、事業者、国、地方自治体の良好

な景観の形成に対する責務を示し、優れた自然、歴史的、文化的景観

をかけがえのない財産として守り育てることを主な目的として、「景

観法」が施行されました。 

この景観法の施行を受け、本市では同法を活用するため、県の同意

を得て平成１８年４月１日に「景観行政団体」になっております。 

また本市では、地域独特の美しさを守り育てることを目的に、景観

法に基づき平成２０年に座間市景観条例（平成２０年３月３１日制

定）及び座間市景観計画（平成２０年８月４日座間市告示第７６号）

を定めました。 

この景観条例と景観計画は、景観形成の基本理念や方針等を定め、

これを実現していくために、景観誘導の指針や、地区ごとの特性を生

かした景観づくりを進めていくための仕組みなどについて定めたも

のです。皆様には、事前に変更案の冊子をお送りしておりますので、

この機会に一度ご一読いただければ幸いです。 

なお、今回の議題となっております、景観重要公共施設につきまし

ては、市内公共施設のうち景観上重点的に適切な整備及び維持を行う

必要があると考えられる施設を指定することで、サインや施設の修景

等の景観上の整備の方針と、占用許可基準を定めることができる制度

となっております。 

本市では、平成２６年指定の市道５号線、かにが沢公園をはじめと

して、翌２７年には鈴鹿長宿特定景観計画地区と座間谷戸山公園、２

８年は相模が丘仲良し小道を順次指定してまいりました。 

今回の指定候補である芹沢公園につてきましては、一枚目の A3 の
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資料をご覧いただくとわかる通り、本市の東部地域に所在する市立公

園としては最大かつ唯一の総合公園となっております。 

この芹沢公園は、当初は昭和６０年から４工期に分けて整備が始ま

り、平成２８年４月にあしかけ３０年以上をかけて全区域の整備が完

了しました。 

園内には当市の水源供給の要となる斜面緑地や、その谷戸地形を生

かした長い滑り台等の遊具、また区域西側には多目的に利用可能な広 

事務局  場等が整備されています。具体的な施設の配置等につきましては、

本日お配りした公園パンフレットをご覧ください。 

このように芹沢公園は市東部における貴重な緑地及び水源地の供

給源であると共に、周辺の景観形成上大きな影響を及ぼす施設である

ことから、今回、指定候補とさせていただいております。 

なお、本日までの経過でございますが、２９年度中より管理主管課

と今後の管理整備方針等について協議のうえ原案を作成、平成３１年

２月に景観審議会において審議を行い、了承を得ています。 

また令和元年７月１５日から８月１６日までパブリックコメント

を実施しましたが、意見の提出等は特にありませんでした。 

以上、簡単ではございますが、議案第２号 景観計画の変更（案）

についての説明となります。ご審議よろしくお願いいたします。 

議 長  ただ今説明がありましたことについて、ご意見、質問等あります

でしょうか。 

 

（質疑なし） 

 

議 長  質疑がなければ以上で質疑を終結し、採決したいと思います。 

座間市都市計画審議会 議案第２号 座間市景観計画の変更（案）

について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

議 長  挙手全員でございます。よって、座間市景観計画の変更（案）に

つきましては、原案のとおり可決いたしました。 

以上で、審議事項については、終了いたしましたので、ここで一旦

１０分程度休憩いたします。 

 

－休憩－ 
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議 長  休憩を解きまして、再開いたします。 

先ほど可決いたしました、座間都市計画生産緑地地区の変更（案）

及び座間市景観計画の変更（案）につきましては、皆さまに答申の写

しをお配りしましたとおり、後ほど副会長と共に市長へ答申をさせて

いただきます。 

続いて、報告事項報告第１号座間市生産緑地地区に定めることがで

きる区域の規模に関する条例（案）について事務局の報告を求めます。 

事務局  本条例の主旨は、生産緑地の下限面積を５００㎡から３００㎡へ

引下げるものであり、平成３０年度第１回の都市計画審議会におい

ても、一度報告をさせていただいた案件となっております。 

生産緑地の下限面積は、平成３年の生産緑地法改正時以降、都市 

計画上の緑地機能として最低限度評価できる規模として、５００㎡以

上確保することが適切であるとされてきました。 

しかし、平成３年の改正以後も、急速な宅地開発の進展等に伴い、

都市の緑地は継続的に減少を続けており、この状況を鑑みて農地の緑

地機能としての役割が昨今重要視され始めています。 

また、小規模な農地においても災害時の一時避難場所などとして有

用性があり、都市防災機能の一翼担うものであるとも考えられ、この

ように小規模の農地に対しても、都市機能上の必要性が広く再認識さ

れつつあります。 

なお、前述のとおり生産緑地法では、旧来より第３条第１項第２号

において面積要件は通常５００㎡以上とされておりますが、平成２９

年５月の改正により同第２項において、市独自の条例を定めることに

よって下限面積を３００㎡まで引き下げることができるものとされ、

小規模農地が多数を占める当市においても、緑地機能の保全と防災的

な観点から、同条例の必要性を認識し策定作業を進めております。 

現在までの経過でございますが、平成３１年度当初より原案の作成

を行い、庁内調整を経て、現在、令和元年１０月２１日から１１月２

２日までパブリックコメント実施しております。また合わせて、農政

課と協力のうえ、生産緑地所有者への今後の生産緑地制度利用予定に

係る個別アンケート調査も実施しており、年内を目途に集計を行う予

定です。 

パブリックコメント終了後は、令和２年３月議会へ条例案を提出で

きるよう引き続き作業を進めてまいります。 

簡単ではございますが、以上が生産緑地地区に定めることができる

区域の規模に関する条例（案）についての報告でございます。 

議 長  ただ今、報告のありましたことについて、ご意見、質問等ありま 
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事務局 すでしょうか。 

委 員  参考資料として明示されている道連れ解除について、現在の座間

市の生産緑地地区の中でこういった事象が生まれるところは結構あ

るのでしょうか 

事務局  新田宿の中に何か所か、入谷地区や栗原地区にも若干可能性のあ

る土地があります。 

議 長  他にはございませんか。 

他にないようですので、これで報告第１号を終わります。 

以上で、本日の議題事項につきまして、全て終了いたしましたの 

で、事務局より、その他次回日程等についてお願いします。 

事務局  次回日程についてですが、日程が決まり次第、追って詳細は事務

局より通知をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

議 長  それでは、事務局から通知いたしますのでご対応のほどよろしく

お願いします。 

これをもちまして、本日の予定は全て終了いたしました。 

答申につきましては、副会長と共に市長へ答申をさせていただき 

ます。 

これからの進行は事務局にお返しします。 

事務局  ありがとうございました。 

以上で令和元年度第１回「座間市都市計画審議会」を閉会いたし 

ます。本日はお忙しい中、ご審議いただきまして、誠にありがとうご

ざいました。 

 


